
１. 事業者の概要

　社会福祉法人　さわらび会

　徳島県徳島市名東町二丁目454番地

　理事長　川内　元徳

　電話088-633-6565　ＦＡＸ088-633-6568

　平成９年７月１日

２. 事業所の概要

　特別養護老人ホーム　山河

　東京都杉並区高井戸東三丁目30番13号

　電話03-5935-8806　ＦＡＸ03-5344-9030

　１４４名 (空床がある場合　短期入所生活介護12名)

(１)構造等

(２)居室

３. 事業の目的と運営方針

４. 従業者の職種、員数及び職務の内容

（１）施設長　　　　　１名

施設長は、施設の業務を統括すると共に福祉は介護のみでは完結しないことを踏まえて、老人福祉法
の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故があるときは、あらかじめ
施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。

（２）医師（嘱託医）　１名以上（非常勤）

医師は、利用者及び職員の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。

特別養護老人ホーム　山河

ユニット型個室 144室（144床）

事業の目的
　要介護状態となった高齢者に対し、適正な施設サービスを提供することを目的とす
る。

運営方針

　特別養護老人ホーム　山河(以下「事業所」という。)は、利用者に対して介護老人福祉施設サービス
(以下「施設サービス」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上ご
注意いただきたいことを次の通り説明します。

法人設立年月日

名　　　　 称

鉄筋コンクリート造　地上４階建

　事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、区市町村、地域包括支
援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動による
サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との密接な連携に努めるも
のとする。

居室の種類 室　　　数

　建　　物　
延　床　面　積

事 業 所 番 号

利　用　定　員

6,667.90㎡

　入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、その居宅における生活への復帰を念頭
に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮
しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活
を営むことを支援することを目指す。

構　　　　造

敷　　　地

所　　在　　地

事業所の所在地

管　理　者　名

電 話 番 号 等

電 話 番 号 等

代  表  者  名

事 業 所 名 称

　施設長　塚田　佑介

3,841.44㎡

　１３７１５１０４１１

介護老人福祉施設　重要事項説明書
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５. 従業者の勤務体制

～ 介護職員

管理栄養士/生活相談員/機能訓練指導員

介護職員/看護職員/介護支援専門員

～ 介護職員

～ 介護職員

６. 職員の質の確保

７. サービス内容

(１)介護給付によるサービス

　８：００ ～

１２：００ ～

１８：００ ～

②

日勤：   ９:００ ～ １８：００

施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。
着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換等。

昼食

介護支援専門員は、居宅生活への復帰を念頭に置きながら施設サービス計画書を作成、実施状況を把
握、必要があれば計画を変更して利用者の満足度を確保する。

（４）管理栄養士　　　１名以上

管理栄養士（又は栄養士）は、献立作成、栄養管理・栄養ケアマネジメント、経口摂取への移行、療
養食の提供、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の食事業務全般並びに栄養指導に従事する。

（５）生活相談員　　　２名以上

生活相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企画及び実施に関することに
従事する。又、常に介護支援専門員との連携を図りサービス計画につなげる。

（３）介護支援専門員　２名以上（介護、生活相談員兼務）

（６）介護職員　　　４４名以上（常勤換算）

介護職員は、利用者の日常生活の介護、援助に従事する。

（７）看護師　　　　　４名以上（常勤換算）

看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事する。看護責任者は、医師の指
示を受け、看取り介護に係る体制整備を図る。

（８）機能訓練指導員　１名以上

機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するため
の訓練を行う。

※　日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員を、夜間及び深夜については２ユニット
ごとに常時１人以上の介護職員等を介護に従事させるものとする。また、ユニットごとに常勤のユニッ
トリーダーを配置することとする。

夜勤： １６:００ 　９：３０

遅番： １１:００

１３：００

２０：００

　従業者の資質向上のために、定期的に施設内研修を実施、施設外研修への参加の機会を確保します。

③ 介　　護

早番：   ７:００ １６：００

　職種別勤務体制は、次のとおりとする。(常勤者については１カ月単位の変形労働時間制とする）

①

夕食 １９：００

食事の提供時間は下記の通りです。

入浴・清拭 週に２回入浴していただけます。状態に応じ清拭となる場合があります。

管理栄養士の作成する献立により栄養とご利用者様の身体状況に配慮した食事を
提供します。アレルギーのある方は事前にお申し出ください。
食事はできるだけ共有スペース(食堂)にておとりいただきます。
食堂以外の場所をご希望の場合は、ご相談ください。

あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間(２時間
以内)、食事の取り置きをすることができます。

最低１日前に、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくても
よいものとします。

食　　 事

④

朝食 　９：００

利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はそ
の減退を防止するための訓練を行います。

機能訓練
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⑦

⑧

⑨

(２)介護保険給付外サービス

①居住費　②食費　③ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ行事　④理髪・美容　⑤日用品費等　⑥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種等

８. 利用料、利用者負担額（別紙利用料金表のとおり）その他の費用の請求及び支払い方法

９. 事業所ご利用の際に留意いただく事項

午前８時から午後８時までとします。消灯は午後９時とします。

面会時は必ず面会簿へ記入してください。

事前に外出・外泊届へ必要事項をご記入ください。

医師の指示がある方はご遠慮いただく場合があります。

喫煙の際は、決められた場所でお願いいたします。

事前に相談員に相談ください。

施設内の居室や設備・器具等は本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利
用により破損が生じた場合、弁償していただく事がございます。

常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関する事も含め相談できます。

【自動引落】 毎月２７日に引き落としいたします。引落手数料は施設にて負担いたします。
(引落し日が銀行休業日の場合、翌営業日となります）

家具等の持込

利用者にかかる医療機関診察料、日用品費等は、１カ月間立替払いをし、翌月に施設
利用料と合わせて請求させていただきます。

預り金・貴重品等
の管理

設備・備品
の利用

飲食物の持込

その他

面会

その他

相談業務

(１)原則として介護保険給付対象サービスの１割～３割分と介護保険給付対象外の費用全額をお支払い
　　いただきます。例外として諸事情により介護保険給付が行われない場合は、全額をご負担いただき
　　ます。

(２)上記法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払いを受けた場合は、提供した施設サービスの
　　内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者またはその家
　　族に交付します。

外出・外泊

飲酒・喫煙

(３)毎月中旬頃までにご指定の送付先に対し、前月利用料金合計額の請求書及び明細書等を送付いたし
　　ますので当該合計額をその月の末日までに自動引落もしくは銀行振込にてお支払いください。

基本的に当施設では管理致しません。紛失等の場合の責任は負いかねますのでご了承
下さい。

⑤ 健康管理
医師による定期診療及び看護師による健康管理を行います。但し当事業所では行
えない処置等、その他症状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関
での治療となります。

サービス利用料金の支払いが正当な理由なく１ヶ月以上遅延し、料金を支払うように
催告したにもかかわらず１０日以内に支払われない場合は、契約解除となる場合があ
りますので、ご注意ください。

立替金

事前に家具のサイズを測ってお持ち込み下さい。

負担限度額認定証をお持ちの方は、必ず事前にご提出ください。提出のない場合は、
減額できませんのであらかじめご注意ください。

利用料金
について

・ご不明な点がありましたら、生活相談員にお尋ねください。
・定められた場所以外、火気の使用はできません。

・療養生活の秩序を保ち、他者の迷惑になるような行為はご遠慮ください。

面会時に飲食物を持ち込む場合も食べきれる量のみとし、余ったものは持ち帰るよう
お願いします。また、他の利用者に分けることは、お断りいたします。
なお、召し上がった物や量を職員にお知らせください。

レクリェーションや様々なイベント行事がございます。

利用者の栄養状態を把握しその状態に応じた栄養ケアを行います。また、必要な
方には経口摂取に移行するための栄養管理や療養食の提供を行います。

栄養ケア
マネジメント

⑥

利用者の日ごろの様子や健康状態などについて、可能な限り情報を提供いたします。情報の開示

施設サービス計画 ご意向に沿って施設サービス計画を作成し、説明・同意を得て交付します。
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10. 利用契約の終了

11. 身体拘束等の廃止

12. 秘密の保持と個人情報の保護

13. 緊急時の対応

14. 協力医療機関

15. 事故発生時の対応方法

16. 非常災害対策

17. 相談窓口・苦情対応

(１)事業所は利用者に対して医師により受診の必要があると思われる場合には、協力医療機関又は協
　　力歯科医療機関での診療を依頼いたします。

　利用者が長期入院された時や、中途解約の申し出があった時などに契約が終了されます。サービス
を受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）又は要支援と認定された場合も終了となり
ます。

　事業所と従業者は、業務上知り得た利用者又は契約者若しくはその家族等に関する個人情報を、正
当な理由なく第三者に漏らしません。但し、利用者に関する個人情報については、利用目的に同意い
ただいた上で共用させていただきます。利用者の家族の個人情報についても同様です。

(２)事業所は利用者に対してサービスの提供が困難な状態又は高度な専門的、医学的対応が必要と判
　　断した場合には他の医療機関をご紹介いたします。

(３)事業所は、サービス提供中に利用者の心身の状態が急変した場合には、緊急連絡先に連絡いたし
　　ます。

電話番号

　提供したサービスに係る利用者又は契約者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、事業所の設
備又はサービスに関する要望、苦情等に誠実に対応します。

　０３－３３９０－４１６６

あり診療科

　消防法第３条に規定する消防計画及び風災害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防
法第８条に規定する消防管理計画を作成して非常災害に対処する計画に基づき、防火管理者を置き、
非常災害対策を実施します。また、非常災害対策として、年２回以上の防災訓練を実施します。また
災害時には、マニュアルに従い、関係機関と協力して対応します。

内科・神経内科・整形外科
リウマチ科・糖尿病専門外来

　利用者に対する事業所のサービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、家族又は身元保証
人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対して賠償すべき事故が発生した
場合は、損害賠償を行います。

入院設
備

　杉並区上荻２丁目４２番１１号

医療機関

病 院 名

(１)事業所は、サービス提供にあたり利用者に対し身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を
　　行いません。ただし、利用者又は他の利用者の生命及び身体を保護するための緊急やむを得ない
　　場合は、この限りではありません。

(２)前項ただし書きの規定に基づき、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合には、その態様
　　及び時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

歯　科

病 院 名 　医療法人社団　櫻椿会　いたや歯科クリニック

住　　所 　三鷹市牟礼３丁目８番１８号

電話番号 　０４２２－４２－４１８２

　一般社団法人衛生文化協会　城西病院

住　　所

　事業所は、利用者が医師の医学的判断により診療が必要と認められる場合、後記の協力医療機関又
は協力歯科医療機関又は他の専門的医療機関での診療を依頼することがあります。
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18. 重要事項説明年月日

〒　　-

〒　　-

所在地 東京都千代田区神田駿河台１－８

電　話 ０３－５２８３－７０２０

公的団体の窓口 東京都千代田区飯田橋３-５-１
東京区政会館11階

０３－６２３８－０１７７

所在地

電　話

東京都国民健康保険
団体連合会

事
 
業
 
所

所　在　地

法　人　名

事 業 所 名

説明者氏名

この重要事項説明書の説明年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　特別養護老人ホーム　山河

東京都社会福祉協議会
福祉サービス運営適正化委員会

　社会福祉法人　さわらび会

　東京都杉並区高井戸東三丁目３０番１３号

令和　　　年　　　　月　　　　日

　介護老人福祉施設サービスの利用・提供開始にあたり、契約書および本書面に基づいて重要な事項の
説明を受け、同意し交付を受けました。

利
用
者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

身元引受人

本　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

市町村の窓口
（保 険 者）

杉並区保健福祉部介護保険課
相談調整担当

所在地 東京都杉並区阿佐ヶ谷南１－１５－１

電　話 ０３－３３１２－２１１１

電　話 　０３－５９３５－８８０６

特別養護老人ホーム　山河
事業所の窓口

生活相談員

所在地 東京都杉並区高井戸東３－３０－１３

介護相談指導課
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